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東京PCB廃棄物処理施設の運転状況について

トランス類

コンデンサ類

柱上トランス絶縁油

＊高濃度PCB廃棄物については処理に着手した台数を処理台数としています。

＊連結コンデンサは内部に含まれる台数でカウントしています。
　

総合防災訓練の実施について

東京消防庁総監賞の受賞について

高濃度PCB廃棄物
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    東京ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（No.33 ）

高濃度･低濃度区分 1月～３月
平成２４年度

累計
廃棄物種類

操業開始からの
処理累計
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　総合防災訓練を３月１５日の午後実施しました。訓練
内容は震度５強首都圏直下型地震が発生、高濃度施設で
は１階洗浄室でＩＰＡの漏洩・火災・負傷者発生、低濃
度施設では屋外タンク（リサイクル油）付属配管から油
漏洩が発生、との想定で実施したものです。
　自衛防災組織の各本部毎に事前検討会を実施し、活動
内容及び役割分担等の確認を行い、防災活動知識の向上
を図りました。訓練は対策本部及び現地指揮本部の的確
な連携のもと混乱なく実施されました。
　今回は東京都環境局と江東区による視察も行われ有益
な助言をいただきました。
　平成２５年度は個別防災活動を計画実施することでさ
らにレベルアップを図ってまいります。

　平成２5年４月1日、新年度のスタートにあたり所長から全職員に今年度こそ労働災害ゼロ
を達成すること。また、平成22年をピークに減って来ている処理棟内の少量漏洩や排気オン
ラインモニタリングでの警報等のトラブル撲滅に向けて、今年度は半減を当面の目標として
いくことなど、下記の項目を今年度方針として取り組むことが示され、全員で確実に実行し
ていくことを誓いました。

  平成２５年1月～3月期及び平成2４年度における処理実績は下表のとおりです。

総合防災訓練（現地指揮本部）の様子

　３月７日　当事業所の運転会社（ＴＥＯ）の危険物保
安監督の担当者に、東京消防庁総監から表彰状が授与さ
れることになり、臨港消防署より予防課長（総監代
行）、課長補佐他が来所され、授与式が行われました。
　この表彰は、東京消防庁開庁記念日に５年に一度行わ
れるもので、永年に亘り危険物取扱者として積極的に危
険物災害の予防に尽力し、他の模範となる者に対し授与
されるものです。事業所職員全員が受賞を祝福し、施設
の安全管理の重要性を再認識しました。

平成25年度　東京事業所方針
１．安全・安定な操業の確保
　①労働災害「ゼロ」の達成　②トラブル件数の半減　③血液中PCB濃度の低減
２．早期処理、計画的処理の促進
　① 設備改造による処理能力の向上　②老朽設備の更新による安定操業の確保
　③操業改善の推進　④処理計画に沿ったＰＣＢ廃棄物の安定搬入
３．運転廃棄物等の処理の促進
４．処理完了までの枠組みづくりの推進

授与式の様子



少量保管事業者に対する説明会の開催について

　  
　

首都圏広域協議会の開催について

平成2４年度施設見学について

団体数 13団体 24団体 34団体 19団体 90団体

見学者数 91人 199人 327人 206人 823人
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処理施設の定期点検について

平成２4年度　見学者数
　平成２４年度は合計８２３人の
方々に施設見学にお越しいただき
ました。内訳としては、保管事業
者の方、官公庁の方、学生、スー
パーエコツアーの参加者、海外か
らの方などさまざまです。

少量保管事業者処理説明会の様子

首都圏広域協議会の様子

　当施設では機器の法定検査や性能維持のための点検を毎年行っています。今年度は低
濃度処理施設を４月1５日から6月７日まで、高濃度処理施設を5月1３日から６月11日
までの予定で実施することとしており、その間はPCB廃棄物の処理を休止します。
　今年度は、操業開始後８年近く経過したことから、設備の老朽化に対応するため一部
の設備では更新工事も合わせて実施することにしています。また、処理能力を増強する
ための改造工事にも着手することとしています。

　見学を希望される方は、下記の電話番号へお問い合わせください。

　当社では、ＰＣＢ廃棄物（トランス、コンデン
サ等）の少量保管事業者を対象に、「ＰＣＢ廃棄
物処理説明会」を開催しています。
　3月27日の説明会では合わせて５４社の事業者
の方々にご出席いただきました。
　説明会では、平成25年7月の重点搬入期間に向
けて、受入までに進めていただく契約手続き、事
業者間の積み合わせ運搬等の説明を行いました。
　今後も計画的に処理説明会を実施し、円滑なＰ
ＣＢ廃棄物の処理を継続してまいります。

　平成２５年３月１２日、東京都庁にて第１７回
「首都圏広域協議会」が開催されました。広域協議
会は１都３県及び１３市で構成され、東京ＰＣＢ廃
棄物処理事業に係る広域調整に関して、安全の確保
及び連絡調整を図ることを目的に設置されていま
す。
　会議では、まず環境省より今後のＰＣＢ廃棄物の
処理推進についての報告があり、当社より処理促進
に向けた取り組み状況などの報告を行いました。そ
の後平成２４年度の処理実績及び処理の進捗状況、
平成２５年度の１都３県の受入予定量などについ
て、報告し審議が行われました。この他、消費税が
引き上げられた場合の処理料金の改訂について説明
を行いました。
　ＰＣＢの円滑な処理を進めるため都県市間での有
意義な意見交換がなされました。
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